
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 緊急時対応のための体制づくり 

１ 校内研修 

  （１） 傷病者発生時対応訓練 

  （２） アドレナリン自己注射薬（エピペン®） 

練習用トレーナーの操作練習 

  （３） 食物アレルギー対応に有用なツール 

  （４） 緊急時対応に関係する資料 

 

２ ヒヤリハット事例 
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１ 校内研修 

 

まずは誤食をしないようにするべきですが、誤食または新規発症によるアナフィラキシーに対応できる

ように訓練を行う必要があります。 

アナフィラキシーに対する唯一の治療薬はアドレナリンであり、必要な場合は迅速に使用する必要があ

ります。学校現場で生命が危険な状態である場合に、救命の現場に居合わせた教職員がアドレナリン自己

注射薬（エピペン®）を本人に代わって使用することは、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイド

ライン」《令和元年度改訂》において示されている内容（Ｐ３５～３８）に即している限りは、医師法違反

にはなりません。 

【Ｐ６２～：エピペン®等に関する通知 参照】 

 

 

（１） 傷病者発生時対応訓練                                     

  各学校においては、毎年度当初、学校職員を対象に、傷病者発生時対応訓練を実施します。 
  実施の際は、「体育活動時等における事故対応テキスト～ＡＳＵＫＡモデル～」ＤＶＤを活用してくださ

い。応用例として、食物アレルギーの事例がありますので、以下のような場面を想定して、訓練を実施し

ましょう。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（２） アドレナリン自己注射薬（エピペン®）練習用トレーナーの操作練習            

  各学校においては、毎年度当初（給食開始までに）、学校職員を対象に、練習用トレーナーの操作練習

を実施します。 
  実施の際は、以下の資料を活用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● アレルギー疾患対応資料（平成２７年３月３１日 教学健第５３９１号 通知） 

資料１： 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版 

資料２： 学校におけるアレルギー疾患対応資料（ＤＶＤ） 

資料３： エピペン®練習用トレーナー 

資料４： エピペン®練習用トレーナーの紹介のチラシ 

資料５： 学校給食における食物アレルギー対応指針 

● 体育活動時等における事故対応テキスト～ＡＳＵＫＡモデル～ＤＶＤ 
傷病者：小３女子 食物アレルギーあり（原因食物：牛乳） 

緊急時薬・エピペン®処方あり（ランドセルの中に常時保管） 

場 所：教室、担任が在室 

時 間：給食の時間 

状 況：給食の時間中、自席で給食を食べていたところ、食べ始めて５分後に咳こみ、 

息苦しいと担任に訴えた。 
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（３） 食物アレルギー対応に有用なツール                              

 

 
１ 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 

（日本学校保健会） 
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R010060/R010060.pdf 

 

 

 
２ 学校のアレルギー疾患に対する取り組みQ&A（日本学校保健会） 

https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/40 
 

 
３ 学校給食における食物アレルギー対応指針 

（文部科学省 作成委員：座長 今井孝成、顧問 海老澤元宏） 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__ics 
Files/afieldfile/2015/03/26/1355518_1.pdf 
 
 
４ アレルギー疾患対応資料（ＤＶＤ）映像資料及び研修資料（文部科学省） 
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm 
 
 
 
 
 
 

 

 
５ 食物アレルギーの診療の手引き2023 

（厚生労働科学研究 研究代表者：海老澤元宏） 
https://www.foodallergy.jp/wp-content/uploads/2024/04/FAmanual2023.pdf 

 

 

 
６ 食物アレルギーの栄養食事指導の手引き2022 

（厚生労働科学研究班 研究代表者：海老澤元宏） 
https://www.foodallergy.jp/wp-content/themes/foodallergy/pdf/nutritionalmanual2022.pdf 
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７ 一般向けエピペンの適応（日本小児アレルギー学会） 
http://www.jspaci.jp/modules/membership/index.php?page=article&storyid=63 
 

 
８ 食物経口負荷試験実施施設一覧（食物アレルギー研究会 代表世話人：海老澤元宏） 
https://www.foodallergy.jp/ofc/ 
 

 
９ 食物アレルギー診療ガイドライン2021ダイジェスト版 

https://www.jspaci.jp/guide2021/index.html 

 

 

１０ 食物アレルギーを正しく知ろう 

（独立行政法人 環境再生保全機構） 
https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/archives_28216.html 
 
 

 

 

 

 

（４） 緊急時対応に関係する資料                                   

 

● 食物アレルギー緊急時対応マニュアル 

 

● 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 要約版 

（平成２７年２月 文部科学省・日本学校保健会） 

 

● さいたま市立学校児童生徒事故等危機管理対応マニュアル作成指針【３訂版】 

（１１ 食物アレルギーによるアナフィラキシー） 

 

● さいたま市教育委員会危機管理マニュアル（抜粋） 
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２ ヒヤリハット事例 

 

「ハインリッヒの法則」は、大事故は突然起こるのではなく、１件の大事故が起こる背景には２９件の軽微

の事故があり、３００件の微小事故が存在している、ということです。５０００例の労災事故の分析から見出さ

れた法則です。 

人間はもともとミスを犯しやすい動物であり、ヒューマンエラー（人間

に起因する誤り、人為的なミス）は避けられません。指導の中で、事故に

は至らなかったけど、一歩間違えれば事故になった、危なかった、言い換

えると「ヒヤリとした」「ハッとした」経験を「ヒヤリハット事例」として

全体で共有し、大事故にしないよう対策を考え、実行し、以後の事故防止

に努めましょう。 

なお、ヒヤリハット事例は食物アレルギー対応の該当児童生徒が、原因

食物を口にせずに済んだ事例です。原因食物を口にしてしまった場合は、

誤食となります。（症状が現れなくても誤食です。） 

ヒヤリハット事例が発生した場合は、教育委員会（健康教育課）へ「食物アレルギー ヒヤリハット報告書」

（様式５）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９件の 
軽微な事故 

３００件の微小事故 

１件の 
大事故 

ヒヤリハット発生後 

速やかにメールにて 

報告してください。 

送信票は不要です 
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・・・・・  主な食物アレルギー対応段階におけるヒヤリハット事例とその対策  ・・・・・ 

 

 

 献立、詳細な献立表の作成・確認                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発注・検収時                                     
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 調理                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【対策】 

  「予定献立変更時のチェックリスト」を用

いて、複数の教職員で確認を行う。 

  「調理開始時のチェックリスト」を用い

て、複数の調理担当者で確認を行う。 

  納品時の検収を複数の検収担当者で確実に

行い、発注した食材が納品されているかを

確認する。包装に内容表示がある場合は、

内容を確認する。 

  加工食品がリニューアルされた場合は、配

合表を取り寄せ、その内容を確認する。 

 

  リニューアルされた加工食品を発注する際

に、今まで食物アレルギーの原因食物を含

んでいなかったので原材料の表示を確認し

なかった。検収時に内容表示を確認したと

ころ、食物アレルギーの原因食物が表示さ

れていることに気付いた。 

  食物アレルギーの原因食物を含まない食品

を発注したが、食物アレルギーの原因食物

を含む食品が納品された。 

  発注した食材が欠品だったため、別メーカ

ーの商品が入荷されたが、食物アレルギー

の原因食物が使用されている商品だった。 

【対策】 

  「献立作成時のチェックリスト」を活用

し、複数の教職員で確認する。 

  「食物アレルギー対応児童生徒一覧表」「調

理指示書（調理業務詳細注文表）」「配合

表」を照らし合わせて「詳細な献立表」に

反映されているかを確認する。 

  保護者に詳細な献立表と加工食品の配合表

を配付し、確認してもらう。 

  食物アレルギー対応当日に、調理員が食物

アレルギー対応の確認をしていたところ、

「調理指示書」や「詳細な献立表」に、記

載されていない対象者がいることに気付い

た。 

 

 

 

 

【対策】 

  食物アレルギー対応作業も明記した「調理

指示書（調理業務詳細注文書）」「作業工程

表」「作業動線図」を参照しながら、綿密な

打合せを行い、担当者を決めて確認をす

る。 

  出来上がったアレルギー対応食には、蓋や

ラップをする。 

  卵除去のアレルギー対応食（スープ）を作

るために卵を入れる前に、アレルギー対応

食分を取り分けるのを忘れてしまい、全て

通常食を作ってしまった。 

  調理台にくるみが置いてあることを確認せ

ずに、他の食品を近くに置いてしまい、く

るみが混入しそうになった。 
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 配食                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 受け渡し                                       

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 学級での配膳                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【対策】 

  一つの料理に対して、複数の除去食は作ら

ない。 

  調理後に、食物アレルギーの原因食物の混

入や取り違えが起きないように管理する。 

  「調理後のチェックリスト」「運搬前のチェ

ックリスト」を活用し、事前に決めた時

間・場所・方法（ダブルチェック、指差

し、声出し等）で確認する。 

  分かりやすい表示を心がけ、配食先を間違

えないようにする。 

  アレルギー対応食の茶わん蒸しを２種類作

った。（えび除去・ぎんなん除去） 表示を逆

にしてしまい、誤ったアレルギー対応食を配

食してしまった。喫食時に生徒が気付き、食

べなかった。 

  除去食をワゴンに置く際、該当クラスの隣の

クラスのワゴンに置いてしまい、そのまま教

室に届いてしまった。隣のクラスの学級担任

が、除去食が間違って置かれたことに気付

き、該当クラスに届けた。 

 

【対策】 

  確認・連絡用カードや、学級担任等への連

絡表示等を活用し、食物アレルギー対応の

有無を伝える。 

  受け渡し方法は、調理員と学級担任が連携

し、直接手渡しする等、事前に決めてお

き、確実に受け渡しができるようにする。

（学級担任不在時の対応方法について、決

めておく。） 

  卵アレルギー対応のある児童が、アレルギー

対応食を給食室に取りにくることになって

いたが、なかなか取りに来なかった。学校栄

養職員が教室に確認に行ったところ、通常食

が配膳されていたため、アレルギー対応食と

交換をした。 

 

 

 

【対策】 

  アレルギー対応食は、本人と担任等ととも

に学級で一番初めに配膳を行い、トングな

どからの混入を防ぐ。 

  アレルギー対応食が該当児童生徒に届いた

ことを、学級担任とその他の学校職員で、

ダブルチェックする。 

  喫食直前の学級担任による確認を、「詳細な

献立表」を用いて、確実に行う。 

 

 

 

 

 

 

  ピーナッツ除去対応の生徒に、教室ではピー

ナッツ味噌を配膳しないことになっていた

が、間違って配膳してしまった。 

  児童本人には除去食が配膳されていたが、他

児童の配膳が終わった後に、児童本人が除去

食を減らした。その際に使用したトングに原

因食物のカシュ—ナッツが付着していた。児

童の行動に気付いた学級担任が、カシューナ

ッツの混入に気付き、食べるのをやめさせ

た。 

  弁当（持参した代替食）を職員室で保管して

いた。給食の時間に本人も学級担任も弁当を

取りに行くのを忘れ、「食べない料理」が含ま

れた給食が配膳されていた。会食前のダブル

チェックで気付いた。 
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 会食時                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 片づけ                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【対策】 

  アレルギー対応食がある児童生徒のおかわ

りについて、学校としてのルールを決めて

おく。 

  会食前に本日の対応について、給食を見な

がら、学級担任と本人で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  アーモンドアレルギーがある生徒が、アレ

ルギー対応食以外の料理をおかわりしよう

としたところ、通常食を提供されている生

徒が、喫食前にアーモンド入りの料理の量

を減らす際に、戻す食缶を間違えたため、

アーモンドが混入した料理をおかわりしそ

うになった。 

  詳細な献立表をもとに、生徒が自分で原因

食物（ピーナッツ）を除去していた。この

日に提供されたピーナッツを大豆だと思

い、生徒は食べられると判断していた。生

徒がピーナッツを食べようとしているのを

学級担任が気付き、食べないよう指導し

た。 

【対策】 

  給食準備や片づけ、清掃などでも食物アレ

ルギーの原因食物に触れないよう、学級担

任は「会食前のチェックリスト」で確認

し、該当の児童生徒に注意を促す。 

  該当児童生徒が食物アレルギーの原因食物

に接触しないように配慮する。 

  周囲の児童生徒にも説明し、配慮できるよ

うに指導する。 

  牛乳パック片づけ時に、牛乳が飛び散って、

牛乳アレルギーのある児童の腕に付着しそ

うになった。 

  牛乳パックの洗浄時、決められた洗浄用の流

し場ではないところで、洗浄をしようとして

いたのを発見し、場所を変えるよう指導し

た。 
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